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市立旭川病院ＲＰＡ導入運用支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

市立旭川病院ＲＰＡ導入運用支援業務の内容並びに同業務に係る公募型プロポーザルの各種

手続，要件及び審査等の内容については，次のとおりとする。 

 

第１ 目的 

働き方改革の推進に資する取組として，定型的な業務についてＲＰＡ（ロボティック・プロ

セス・オートメーション）やＡＩ－ＯＣＲを活用し，職員の負担を軽減しながら，業務へのＲ

ＰＡ活用を広げ，業務の効率化及び事務処理誤りの防止を図る。 

 

第２ 業務概要 

１ 業務名  市立旭川病院ＲＰＡ導入運用支援業務 

２ 業務内容 別紙「市立旭川病院ＲＰＡ導入運用支援業務仕様書」による 

３ 履行期間 令和４年１１月１５日から令和５年３月３１日まで 

４ 予算概要等 

この業務に係る予算は１，５２９，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）と

なっていることから，業務委託料の積算にあっては，予算の範囲内とすること。 

 

第３ 契約担当部局 

〒０７０－８６１０ 旭川市金星町１丁目１番６５号 

市立旭川病院 事務局経営管理課総務係 

電話０１６６－２４－３１８１（内線５５１３） 

e-mail h_keieikanri@city.asahikawa.hokkaido.jp 

 

第４ 参加資格要件 

公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は，次の全て

の要件を満たしていること。 

⑴ 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 市立旭川病院物品購入等入札参加資格者登録事務取扱要綱に規定する入札参加資格

を有していること。 

イ 他自治体において，本業務又はそれに類似した業務を受託した実績がある者である

こと。 

⑵ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

⑶ 公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても，市立旭川病院競争入札

参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 

⑷ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定，民事再生法にあっては再生手

続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等，経営状態が著しく不健全である

者でないこと。 

⑸ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度の認証又はプライバ

シーマークの付与認定を受けていること。 

 

第５ 参加表明手続 
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１ 参加表明書の提出 

参加希望者は，次のとおり参加表明書及び資料（以下「参加表明書等」いう。）を提出

しなければならない。 

なお，期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認めら

れた者は，このプロポーザルに参加することができない。 

⑴ 提出書類 

ア 参加表明書（様式第１号） 

イ 第４⑴アに該当しない者 

(ｱ) 企業概要等，業務内容のわかるもの（任意様式） 

(ｲ) 登記事項証明書（現在又は履歴事項全部証明書）※ ３か月以内のもの 

(ｳ) 財務諸表（貸借対照表，損益計算書）※ 直近１事業年度分 

(ｴ) 納税証明書（本店所在地の市町村税又は都税，消費税及び地方消費税（国税）） 

※ ３か月以内のもの 

(ｵ) 同種業務の概要や実績を示す書類 

ウ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度の認証又はプ

ライバシーマークの付与認定登録証の写し 

⑵ 提出期限 令和４年１０月２４日（月）午後５時 

⑶ 提出場所 第３に同じ。 

⑷ 提出方法 持参又は一般書留郵便若しくは簡易書留郵便による（電子メール又はファ

クシミリによるものは受け付けない。） 

２ 参加資格の確認等 

⑴ 参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請 

第４に定める参加資格要件に該当するか確認を行い，令和４年１０月２６日（水）ま

でに次に掲げる事項を記載した確認結果通知書を電子メールで通知する。併せて参加資

格要件を有する者に，企画提案書の提出を要請する。 

ア 参加資格を有すると認めた者にあっては，参加資格がある旨及び企画提案書の提出

を要請する旨 

イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては，参加資格がない旨及びその理由並びに

所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨 

⑵ 参加資格を有しないと認めた者は，その理由について，次のとおり書面（様式は任

意）により旭川市病院事業管理者（以下「管理者」という。）に対し説明を求めること

ができる。 

ア 提出期間 令和４年１０月２８日（金）までの土曜日，日曜日及び祝日（以下「休

日」という。）を除く午前９時から午後５時まで 

イ 提出場所 第３に同じ。 

ウ 提出方法 電子メールによること。 

⑶ 管理者は，⑵の説明を求められたときは，説明を求められた日の翌日から起算して２

日以内（休日を除く。）に説明を求めた者に対し，理由説明書を通知する。 

 

第６ 企画提案書作成要領 

企画提案書の提出を要請された者（以下「企画提案者」という。）は，次に定めるとこ

ろにより企画提案書を作成し，提出するものとする。 

１ 提案内容 

企画提案は，別紙仕様書を踏まえ，次の事項について提案すること。 
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⑴ 基本的な考え方 

本業務の実施方針について記載すること。 

⑵ 会社概要 

事業者名，代表者名，所在地，設立年，資本金，従業員数，組織図，事業概要等 

⑶ 業務推進体制 

構成メンバーの役職・所属，役割分担の他，本業務の担当者について，業務経歴や経

験年数等を記載するとともに，類似業務での実績や特記事項があれば記載すること。 

⑷ スケジュール 

本業務のスケジュール 

⑸ 他自治体（自治体病院を含む。）での実績（ある場合） 

本業務又はそれに類似した業務を受託した実績 

⑹ ＲＰＡについて 

ア ライセンス数，構成，金額 

イ 特性，操作性 

⑺ 業務の実施方法 

本業務の具体的な実施方法 

⑻ 事業費 

本業務に係る事業費の積算 

⑼ 自由提案（ある場合） 

ＲＰＡ導入運用に係る追加提案や本業務の遂行に関する特記事項 

２ 企画提案書の書式 

企画提案の提出は，企画提案書（様式第２号）に次の書類を添付して行うこと。 

⑴ 企画提案書別紙 

⑵ 業務に係る事業費積算内訳 

⑶ その他必要な書類 

３ 提出方法等 

⑴ 提出期限 令和４年１１月４日（金）午後５時 

⑵ 提出場所 第３に同じ。 

⑶ 提出方法 持参又は一般書留郵便若しくは簡易書留郵便による（電子メール又はファ

クシミリによるものは受け付けない。） 

⑷ 提出部数正本１部副本６部 

４ 企画提案書等の著作権等の取扱い 

⑴ 企画提案書等の著作権は，当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

⑵ 市立旭川病院は，プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があ

るときは，提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものと

する。 

⑶ 市立旭川病院は，企画提案者から提出された企画提案書等について，管理者の所管に

係る旭川市情報公開条例施行規程（平成 21 年旭川市病院事業者管理規程第 12 号）の規

定による請求に基づき，第三者に開示することができるものとする。 

 

第７ 質疑応答等 

⑴ 参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合においては，次のとおり質

疑応答書により提出すること。 

ア 提出書類 質疑応答書（様式第３号） 



- 4 - 

 

イ 提出期間 令和４年１０月２０日（木）までの休日を除く午前９時から午後５時ま 

 で 

ウ 提出場所 第３に同じ。 

エ 提出方法 電話連絡の上，電子メールにより提出すること。 

⑵ ⑴の質疑応答書は，質問者及び回答日において参加表明書を提出している者全てに対

し，電子メールにより回答するものとする。また，併せて，市立旭川病院公式ホームペ

ージ上に当該回答内容を公表する。 

 

第８ 失格事項 

次のいずれかに該当した者は，その者を失格とする。 

⑴ 参加資格要件を満たしていない場合 

⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑶ 実施要領等で示された，提出期日，提出場所，提出方法，書類作成上の留意事項等の

条件に適合しない書類の提出があった場合 

⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

第９ 企画提案の審査方法及び評価基準 

１ 審査会の設置 

企画提案の審査，評価及び特定を行うため，ＲＰＡ導入運用支援業務プロポーザル審査

会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ ヒアリング等の実施 

審査会において，提案内容をより理解するため，企画提案書に係るプレゼンテーション

及びヒアリングを次のとおり行う。なお，新型コロナウイルス感染症の流行拡大等の状況

によっては，以下の方法によらず実施方法を変更する場合がある。その場合は，速やかに

参加者へ通知する。なお，企画提案者が５者以上の場合は，企画提案書の審査を事前に行

い，審査会において選定された者についてのみヒアリング等を行う。 

⑴ 実施方法 

ア プレゼンテーションは，提案するＲＰＡのデモンストレーションも含めて総合的に

説明すること。 

イ １者ずつの呼び込み方式とし，１者の持ち時間は，事前準備１０分，説明２０分，

質疑１０分の計４０分とする。 

ウ 企画提案追加資料の配付は禁止するが，提出された企画提案書と同一の図案や写真

を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。 

エ プレゼンテーション等の説明者は，補助者を含めて３名までとする。 

オ 欠席をした場合は，企画提案書の審査，評価及び特定から除外する。 

⑵ 実施日時及び場所 

第５で示した，企画提案書提出要請時に併せて通知する。なお，ヒアリング等を行う

者を選定した場合には，別途，実施日時，実施場所及び選定結果を通知する。 

３ 審査項目及び評価基準 

企画提案書及びヒアリング等により，次の審査項目について，別紙で示す評価基準に基

づき審査及び評価を行う。 

⑴ 事業者に関する項目 

⑵ 企画提案書，ヒアリング等に関する項目 

⑶ 見積金額に関する項目 
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４ 受託候補者の特定 

審査会において，３の審査及び評価により，審査項目ごとに各委員の評価点の平均点を

算出し，その結果と客観的評価点（事務局が評価）を加算した合計点が最も高い者を，審

査会の合議の上，受託候補者として特定する。この平均点の算出については，各審査項目

ごとに最高点及び最低点をつけた委員の点数を除くものとする。ただし，同一の審査項目

において最高点又は最低点をつけた委員が複数となったときは，それぞれいずれか１名の

委員の点数を除くものとする。 

なお，評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは，審査会の合議により順位を

決定する。 

５ 審査結果の通知 

⑴ 受託候補者を特定したときは，速やかに企画提案者全者に対し，次の事項を通知する

ものとする。 

ア 受託候補者 

イ 評価点数 

ウ 受託候補者にあっては，今後の契約手続の旨 

エ 受託候補者とならなかった者にあっては，その理由及び所定の期限までに理由につ

いて説明を求めることができる旨 

⑵ 受託候補者とならなかった者は，その理由について，次のとおり書面（様式は任意）

により管理者に対し説明を求めることができる。 

ア 提出期間 ⑴の通知があった日から７日以内までの休日を除く，午前９時から午後

５時まで 

イ 提出場所 第３に同じ。 

ウ 提出方法 電子メールによること。 

⑶ 管理者は，⑵の説明を求められた日から５日以内に説明を求めた者に対し理由説明書

を通知する。 

６ 審査結果の公表 

受託候補者を特定したときは，次の事項を公表するものとする。 

⑴ 受託候補者 

⑵ 評価点数 

⑶ 受託候補者の特定理由 

 

第 10 契約に関する基本事項 

１ 契約の締結 

受託候補者と当該業務について協議を行い，内容について合意の上，当該業務仕様書を

作成するものとし，その仕様書に基づく見積書を徴取し随意契約の方法により契約を締結

する。ただし，受託候補者が第８のいずれかに該当したことが判明した場合は，契約しな

いことがあるほか，契約締結後においても，市立旭川病院は催告を要せず契約を解除でき

るものとする。 

なお，これらにより受託候補者又は契約の相手方に損害が生じた場合にあっても，市立

旭川病院は一切の損害を負担しない。 

２ 契約保証金 

要する。ただし，市立旭川病院契約規程（平成 21 年旭川市病院事業者管理規程第 12

号）第２５条の規定に該当する場合は免除する。 

３ 契約書作成の要否 
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要する。 

４ 支払条件 

後払いとする。 

 

第 11 その他 

１ 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 

２ 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は，提出者の負担とする。 

３ 提出された書類は返還しない。 

４ 提出された書類は，提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

 

第 12 スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは，次のとおりである。 

実施内容 実施期間又は期日 

参加表明書の提出 令和４年１０月２４日（月） 

参加資格要件確認結果通知 

及び企画提案書提出要請 
令和４年１０月２６日（水） 

企画提案書の提出 企画提案書提出要請日から令和４年１１月４日（金）まで 

ヒアリング等 令和４年１１月上旬（企画提案書提出要請と併せて通知） 

企画提案書審査結果の通知 令和４年１１月上旬 

契約締結 令和４年１１月中旬 

 


